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              株 式 取 扱 規 則  

 

 

                     第 １ 章   総   則  

 

（ 目  的 ）  

第 １ 条   当 会 社 の 株 式 お よ び 新 株 予 約 権 に 関 す る 取 扱 い な ら び に 手 数 料 、 株

主 の 権 利 行 使 に 際 し て の 手 続 等 に つ い て は 、 定 款 第 １ ０ 条 の 規 定 に も

と づ き 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る ほ か 、 振 替 機 関 で あ る 株 式 会

社 証 券 保 管 振 替 機 構 （ 以 下 「 機 構 」 と い う 。 ） な ら び に 口 座 管 理 機 関

で あ る 証 券 会 社 お よ び 信 託 銀 行 等 （ 以 下 「 証 券 会 社 等 」 と い う 。 ） の

定 め る と こ ろ に よ る 。  

  ２ ．  当 会 社 お よ び 当 会 社 が 指 定 し た 信 託 銀 行 と の 間 で 締 結 し た 契 約 に も

と づ き 開 設 さ れ た 特 別 口 座 の 取 扱 い お よ び 手 数 料 、 株 主 の 権 利 行 使 に

際 し て の 手 続 等 は 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る ほ か 、 当 該 信 託 銀

行 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 株 主 名 簿 管 理 人 ）  

第 ２ 条   当 会 社 の 株 主 名 簿 管 理 人 お よ び 同 事 務 取 扱 場 所 は 次 の と お り と す る 。 

 

          株 主 名 簿 管 理 人  東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ４ 番 ５ 号  

                          三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社  

 

          同 事 務 取 扱 場 所  東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ４ 番 ５ 号  

                          三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社  証 券 代 行 部  

 

（ 請 求 ま た は 届 出 ）  

第 ３ 条   こ の 規 則 に よ る 請 求 ま た は 届 出 は 、 当 会 社 の 定 め る 書 式 に よ る も の

と す る 。 た だ し 、 当 該 請 求 ま た は 届 出 が 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由

し て 行 わ れ る 場 合 な ら び に 第 ２ ３ 条 第 １ 項 に 定 め る 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。  

    ２   前 項 の 請 求 ま た は 届 出 に つ い て 、 代 理 人 よ り 行 う と き は 代 理 権 を 証

明 す る 書 面 を 、 保 佐 人 ま た は 補 助 人 の 同 意 を 要 す る と き は 同 意 を 証 明

す る 書 面 を 、 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

   ３ ．  当 会 社 は 、 第 １ 項 の 請 求 ま た は 届 出 が 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 、 も し

く は 証 券 会 社 等 を 経 由 し て 行 わ れ た 場 合 に は 、 当 該 請 求 ま た は 届 出 が

株 主 か ら な さ れ た も の と み な し て 取 扱 う こ と が で き る も の と す る 。   

  ４ ．  当 会 社 は 、 第 １ 項 の 請 求 ま た は 届 出 を し た 者 に 対 し 、 そ の 者 が 株 主

ま た は 代 理 人 で あ る こ と を 証 明 す る 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る

も の と す る 。  
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  ５ ．  当 会 社 は 、 前 項 に 定 め る 資 料 の 提 出 を 求 め た 場 合 、 そ の 提 出 が な い  

限 り 、 第 １ 項 の 請 求 ま た は 届 出 を 受 理 し な い 。  

 

 

第 ２ 章  株 主 名 簿 へ の 記 載 ま た は 記 録 等  

 

（ 株 主 名 簿 へ の 記 載 ま た は 記 録 ）  

第 ４ 条   当 会 社 は 、 機 構 よ り 受 領 す る 総 株 主 通 知 に も と づ き 株 主 名 簿 へ の 記

載 ま た は 記 録 を 行 う 。  

    ２ ．  当 会 社 は 、 株 主 名 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れ る 者 （ 以 下 「 株 主 等 」 と

い う 。 ） の 住 所 の 変 更 の 通 知 そ の 他 株 主 名 簿 記 載 事 項 の 変 更 に 関 す る

通 知 を 受 領 し た 場 合 に は 、 当 該 通 知 に も と づ き 株 主 名 簿 へ の 記 載 ま た

は 記 録 を 変 更 す る 。  

  ３ ．  前 ２ 項 の ほ か 、 新 株 の 発 行 そ の 他 法 令 に 定 め る 場 合 は 、 株 主 名 簿 へ

の 記 載 ま た は 記 録 を 行 う 。  

 

（ 株 主 名 簿 に 使 用 す る 文 字 等 ）  

第 ５ 条   当 会 社 の 株 主 名 簿 は 、 機 構 が 指 定 す る 文 字 ・ 記 号 に よ り 記 載 ま た は

記 録 す る も の と す る 。  

 

（ 新 株 予 約 権 原 簿 へ の 記 載 ま た は 記 録 等 ）  

第 ６ 条   新 株 予 約 権 原 簿 へ の 記 載 ま た は 記 録 、新 株 予 約 権 に 係 る 質 権 の 登 録 、

移 転 ま た は 抹 消 、 信 託 財 産 の 表 示 ま た は 抹 消 の 請 求 は 、 株 主 名 簿 管 理

人 に 対 し て 行 う も の と す る 。  

  ２ ．  前 項 に 定 め る ほ か 、 新 株 予 約 権 の 取 扱 い に つ い て は 別 途 定 め る こ と

が で き る 。  

 

 

                     第 ３ 章  諸  届  

 

（ 株 主 等 の 住 所 お よ び 氏 名 ま た は 名 称 の 届 出 ）  

第 ７ 条   株 主 等 は 、 住 所 お よ び 氏 名 ま た は 名 称 を 当 会 社 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

    ２ ．  前 項 の 届 出 ま た は 変 更 は 、 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由 し て 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ４ 条 第 ３ 項 に 定 め る 場 合 は こ の 限 り で

は な い 。  

 

（ 外 国 居 住 株 主 等 の 届 出 ）  

第 ８ 条   外 国 に 居 住 す る 株 主 等 は 、 日 本 国 内 に 常 任 代 理 人 を 選 任 す る か ま た

は 通 知 を 受 け る 場 所 を 定 め て 、 こ れ を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
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    ２ ．  常 任 代 理 人 は 、 前 条 第 １ 項 の 株 主 等 に 含 ま れ る も の と す る 。  

  ３ ．  第 １ 項 の 届 出 ま た は 変 更 は 、 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由 し て 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ４ 条 第 ３ 項 に 定 め る 場 合 は こ の 限 り

で は な い 。  

 

（ 法 人 の 代 表 者 ）  

第 ９ 条   株 主 等 が 法 人 で あ る と き は 、 そ の 代 表 者 １ 名 の 役 職 名 お よ び 氏 名 を

届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

    ２ ．  前 項 の 届 出 ま た は 変 更 は 、 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由 し て 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ４ 条 第 ３ 項 に 定 め る 場 合 は こ の 限 り で

は な い 。  

 

（ 共 有 株 式 の 代 表 者 ）  

第 10条     株 式 を 共 有 す る 株 主 は 、 そ の 代 表 者 １ 名 を 定 め て そ の 住 所 お よ び 氏

名 ま た は 名 称 を 届 け 出 な け れ ば な ら い 。  

  ２ ．  前 項 の 届 出 ま た は 変 更 は 、 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由 し て 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ４ 条 第 ３ 項 に 定 め る 場 合 は こ の 限 り で

は な い 。  

 

（ 法 定 代 理 人 ）  

第 11条   親 権 者 ま た は 後 見 人 等 の 法 定 代 理 人 が あ る と き は 、 法 定 代 理 人 の 住

所 お よ び 氏 名 ま た は 名 称 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

  ２ ．  前 項 の 届 出 、 変 更 ま た は 解 除 は 、 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由 し て

届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ４ 条 第 ３ 項 に 定 め る 場 合 は こ の

限 り で は な い 。     

 

（ そ の 他 の 届 出 ）  

第 12条   第 ７ 条 か ら 前 条 ま で に 規 定 す る 届 出 の ほ か 、 当 会 社 に 届 出 を す る 場

合 に は 、 当 会 社 が 特 段 の 方 法 を 指 定 し な い 限 り 、 証 券 会 社 等 お よ び 機

構 、 も し く は 証 券 会 社 等 を 経 由 し て 届 け 出 る も の と す る 。 た だ し 、 第

４ 条 第 ３ 項 に 定 め る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

  ２ ．  証 券 会 社 等 で 受 理 ま た は 取 り 次 ぐ こ と が で き な い 届 出 は 、 株 主 名 簿

管 理 人 に 対 し て 届 け 出 る も の と す る 。  

 

（ 新 株 予 約 権 者 の 届 出 事 項 等 ）  

第 13条   当 会 社 の 新 株 予 約 権 原 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れ る 者 の 届 出 事 項 お よ

び そ の 届 出 方 法 に つ い て は 第 ７ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。 た

だ し 、 第 ６ 条 第 ２ 項 に よ る 別 途 の 定 め が な い 限 り 、 届 出 先 は 株 主 名 簿

管 理 人 と す る 。  
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第 ４ 章  単 元 未 満 株 式 の 買 取 り  

 

（ 買 取 請 求 の 方 法 ）  

第 14条   単 元 未 満 株 式 の 買 取 り を 請 求 す る と き は 、 機 構 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由 し て 行 う も の と す る 。  

 

（ 買 取 価 格 の 決 定 ）  

第 15条   単 元 未 満 株 式 の 買 取 単 価 は 、 前 条 の 請 求 が 、 第 ２ 条 に 定 め る 株 主 名

簿 管 理 人 事 務 取 扱 場 所 に 到 着 し た 日 の 東 京 証 券 取 引 所 の 開 設 す る 市 場

に お け る 最 終 価 格 と す る 。 た だ し 、 そ の 日 に 売 買 取 引 が 成 立 し な か っ

た と き は 、 そ の 後 最 初 に な さ れ た 売 買 取 引 の 成 立 価 格 と す る 。  

  ２ ．  前 項 に よ る 買 取 単 価 に 、 買 取 請 求 株 式 数 を 乗 じ た 額 を も っ て 買 取 価

格 と す る 。  

 

（ 買 取 代 金 の 支 払 い ）  

第 16条   当 会 社 は 、 前 条 に よ り 算 出 さ れ た 買 取 価 格 か ら 第 ２ ０ 条 に 定 め る 手

数 料 を 差 し 引 い た 額 （ 以 下 「 買 取 代 金 」 と い う 。 ） を 、 当 会 社 が 別 途

定 め た 場 合 を 除 き 、 買 取 価 格 の 決 定 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ４ 営 業 日 目

に 、 買 取 請 求 者 に 支 払 う 。  

    ２ ．  前 項 の 場 合 、 買 取 価 格 が 剰 余 金 の 配 当 、 株 式 の 分 割 等 の 権 利 付 価 格

で あ る と き は 、 基 準 日 ま で に 支 払 う 。  

 

（ 買 取 株 式 の 移 転 ）  

第 17条   買 取 請 求 を 受 け た 単 元 未 満 株 式 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 買 取 代 金 の 支

払 い 手 続 を 完 了 し た 日 に 当 会 社 の 口 座 に 振 り 替 え ら れ る も の と す る 。  

 

 

第 ５ 章   単 元 未 満 株 式 の 買 増 し  

 

（ 買 増 請 求 の 方 法 ）  

第 18条   単 元 未 満 株 式 の 買 増 し を 請 求 す る と き は 、 機 構 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 証 券 会 社 等 お よ び 機 構 を 経 由 し て 行 う も の と す る 。  

 

（ 買 増 請 求 の 制 限 ）  

第 19条   同 一 日 に な さ れ た 買 増 請 求 の 合 計 株 式 数 が 、 買 増 請 求 の た め に 保 有

す る 自 己 株 式 数 を 超 え る と き は 、 買 増 請 求 の 効 力 は 生 じ な い も の と す

る 。  

 

（ 買 増 価 格 の 決 定 ）  

第 20条   単 元 未 満 株 式 の 買 増 単 価 は 、 第 １ ８ 条 の 請 求 が 、 第 ２ 条 に 定 め る 株
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主 名 簿 管 理 人 事 務 取 扱 場 所 に 到 着 し た 日 の 東 京 証 券 取 引 所 の 開 設 す る

市 場 に お け る 最 終 価 格 と す る 。 た だ し 、 そ の 日 に 売 買 取 引 が 成 立 し な

か っ た と き は 、 そ の 後 最 初 に な さ れ た 売 買 取 引 の 成 立 価 格 と す る 。  

  ２ ．  前 項 に よ る 買 増 単 位 に 、 買 増 請 求 株 式 数 を 乗 じ た 額 を も っ て 買 増 価

格 と す る 。  

 

（ 買 増 請 求 の 受 付 停 止 ）  

第 21条   当 会 社 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 日 か ら 起 算 し て １ ０ 営 業 日 前 の 日 か ら

当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で の 間 、 買 増 請 求 の 受 付 を 停 止 す る 。  

    （ １ ） ２ 月  末 日  

    （ ２ ） ８ 月 ３ １ 日  

    （ ３ ） そ の 他 の 株 主 確 定 日  

 

（ 買 増 株 式 の 移 転 の 時 期 ）  

第 22条   買 増 請 求 を 受 け た 単 元 未 満 株 式 は 、 買 増 代 金 が 当 会 社 所 定 の 銀 行 預

金 口 座 に 振 り 込 ま れ た こ と を 確 認 し た 日 に 買 増 請 求 者 の 口 座 に 対 す る

振 替 の 申 請 を 行 う も の と す る 。  

 

 

第 ６ 章   少 数 株 主 権 等 の 行 使 方 法  

 

（ 少 数 株 主 権 等 の 行 使 方 法 ）  

第 23条   社 債 、 株 式 等 の 振 替 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 振 替 法 」 と い う 。 ） 第 １

４ ７ 条 第 ４ 項 に 定 め る 少 数 株 主 権 等 を 当 会 社 に 対 し て 直 接 行 使 す る と

き は 、 個 別 株 主 通 知 の 申 出 を し た う え 、 記 名 押 印 し た 書 面 に よ り 行 う

も の と す る 。 た だ し 、 外 国 人 は 署 名 を も っ て 記 名 押 印 に 代 え る こ と が

で き る 。  

２ ．  前 項 の 少 数 株 主 権 等 の 行 使 に つ い て は 、 第 ３ 条 第 ２ 項 、 第 ４ 項 お よ

び 第 ５ 項 を 適 用 す る も の と す る 。  

 

 

（ 株 主 提 案 議 案 の 株 主 総 会 参 考 書 類 ）  

第 24条   前 条 第 １ 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 株 主 提 案 権 が 行 使 さ れ た 場 合 、 提

案 議 案 に つ き 、 以 下 に 記 載 の 字 数 を 超 え る と き は 、 株 主 総 会 参 考 書 類

に そ の 概 要 を 記 載 す る こ と が で き る も の と す る 。  

     （ １ ） 提 案 の 理 由  

        各 議 案 ご と に ４ ０ ０ 字  

     （ ２ ） 取 締 役 お よ び 会 計 監 査 人 の 選 任 に 関 す る 事 項           

        各 候 補 者 ご と に ４ ０ ０ 字  
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第 ７ 章   手 数 料  

 

（ 手 数 料 ）  

第 25条   当 会 社 の 株 式 の 取 扱 い に 関 す る 手 数 料 は 、 無 料 と す る 。 た だ し 、  

第 １ ４ 条 （ 買 取 請 求 の 方 法 ） に も と づ く 株 式 買 取 り の 請 求 は 、 株 式 の

売 買 の 委 託 に 係 る 手 数 料 相 当 額 と し て 別 途 定 め る 金 額 を 手 数 料 と し て

請 求 す る 。  

 ２ ． 株 主 等 が 証 券 会 社 等 ま た は 機 構 に 対 し て 支 払 う 手 数 料 は 、 株 主 等 の

負 担 と す る 。  

 

 

第 ８ 章  制 定 ・ 改 廃  

 

（ 制 定 、 改 廃 ）  

第 2 6 条   本 規 則 の 制 定 、 改 廃 は 、 総 務 部 が 立 案 し 、 取 締 役 会 で

こ れ を 決 定 す る 。  
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株 式 取 扱 規 則 細 則  

 

 

（ 手 数 料 ）  

第 １ 条   株 式 取 扱 規 則 第 ２ ５ 条 に も と づ く 金 額 （ 単 元 未 満 株 式 買 取 り 請 求     

に 伴 う 手 数 料 ） は 、 以 下 の 算 式 に よ り １ 単 元 当 た り の 金 額 を 算 定 し 、     

こ れ を 買 取 っ た 単 元 未 満 株 式 の 数 で 按 分 し た 金 額 と す る 。 た だ し 、  

    消 費 税 は 別 途 加 算 す る も の と す る 。  

         

     （ 算 式 ） １ 株 当 た り の 買 取 価 格 に １ 単 元 の 株 式 数 を 乗 じ た 合 計 金 額          

の う ち  

         100万 円 以 下 の 金 額 に つ き           1.150% 

         100万 円 を 超 え 500万 円 以 下 の 金 額 に つ き    0.900% 

         500万 円 を 超 え 1,000万 円 以 下 の 金 額 に つ き   0.700% 

         1,000万 円 を 超 え 3,000万 円 以 下 の 金 額 に つ き  0.575% 

         3,000万 円 を 超 え 5,000万 円 以 下 の 金 額 に つ き  0.375% 

         （ 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た 場 合 に は 切 捨 て る 。 ）  

         た だ し 、１ 単 元 当 た り の 算 定 金 額 が 2,500円 に 満 た な い 場 合          

は 、 2,500円 と す る 。  

以 上  

 

（ 改  廃 ）  

第 ２ 条   本 細 則 の 制 定 、 改 廃 は 総 務 部 が 立 案 し 、 取 締 役 会 で 決 定 す る 。  


